
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

 

資料番号 ２６－２ 担当課 
地方局地域福

祉課 

法令名 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律 

根拠条項 

第49条第4項、

第76条の3第4

項 

不利益処

分の種類 

指定障害者支援施設に対する

措置命令 

（根拠規定） 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年 11 月 7 日号外法律

第123号） 

（勧告、命令等） 

第四十九条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当す

ると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める

措置をとるべきことを勧告することができる。 

一 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十三条第

一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。 

二 第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に

関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵

守すること。 

三 第四十三条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正

に行うこと。 

２ 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号（のぞみの園の設置者にあっ

ては、第三号を除く。以下この項において同じ。）に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該

指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを

勧告することができる。 

一 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十四条第一項の都

道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。 

二 第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する

基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守する

こと。 

三 第四十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正

に行うこと。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業

者等が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由

がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

 

（指定障害者支援施設等の基準） 

第四十四条 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害

福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及

び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。 



４ 指定障害者支援施設の設置者は、第四十七条の規定による指定の辞退をするときは、同条に

規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指

定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希

望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援

施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

 

 

第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表 

第七十六条の三 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援

事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者（以下この条において「対象事業者」という。）は、

指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援（以下この条において「情報

公表対象サービス等」という。）の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報（その提供する情報公

表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関

する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切か

つ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当な

ものとして厚生労働省令で定めるものをいう。第八項において同じ。）を、当該情報公表対象サー

ビス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 

２ （省略） 

３ 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規

定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者

に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。 

４ 都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事

業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを

命ずることができる。 

５～８ （省略） 

 

 

（処分基準） 

○愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年10月

23日条例第54号) 

 （略） 

○愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25

年３月15日規則第３号) 

 （略） 

 

○愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 24 年 10 月 23 日条例第

58号) 

 （略） 

○愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年３月15日

規則第７号) 

 （略） 

 


